
令和５年度  遙堪小学校いじめ防止基本方針（ダイジェスト版） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめは決して許される行為ではない。いじめは、「どの子にも、どの学校にも起こり得る。また、どの子も被害者

にも加害者にもなり得る。」ことを認識し、学校全体で、保護者・地域とも連携しながら、「いじめを生まない学校づく

り」を目指していじめ防止等の対策に取り組んで行く。 

いじめとは 

児童に対して、一定の人間関係のある他の者が行

う心理的または物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものも含む）であっ

て、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じてい

るもの。起こった場所は学校の内外を問わない。 

 

基本的認識 

①いじめとは、人間として絶対許されない行為である。 

②いじめは、どの学級でも、どの児童でも起こり得る。 

③いじめは、大人の気づきにくいところで行われること

が多く、発見しにくい。 

④いじめは、様々な態様がある。 

⑤「いじめられている児童を最後まで守り抜く」という 

強い信念をもつ。 

 

◆学校いじめ対応委員会 

 組織的に対応する中核として定期的に開催する。 

 いじめの見落としや、対応の不十分な点がないかチェックを行うとともに、いじめの未然防止、早期発見、早期

対応等に努める。 

◆いじめ対応コーディネーター 

 学校いじめ対応委員会の開催、専門機関との連携、校内研修の実施など推進する。 

 

未然防止の取組 早期発見の取組 

①児童や学級の様子を知るために 

 ◆保幼小中の連携 

◆職員の情報共有、共通理解 

②互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくり 

◆一人一人が活躍できる集団づくり 

◆自尊感情を高める教育活動の展開 

◆だんだんタイムの推進 

③授業づくり 

 一人一人を大切にしたわかりやすい授業 

④人権・同和教育や道徳教育の充実 

⑤読書活動・体験活動等の推進 

⑥家庭・地域との連携 

①教員と児童の日常の交流を通しての発見 

◆日常の観察、複数の目による観察 

②アンケート調査の実施把握と分析 

 ◆生活アンケート、アンケートＱＵ 

 ◆保護者アンケート 

③教育相談を通した早期解決 

 ◆相談しやすい雰囲気づくり 

◆ふれあい週間（教育相談） 

 ◆ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの相談 

④家庭・地域との連携 

 ◆信頼関係づくり、情報の共有 

⑤不登校といじめとの関連についての確認 

⑥いじめを見落とさない隠蔽させない環境整備 

 

基本的な考え方 

いじめ対策組織 



 

 

（１）いじめが確認された場合の対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重大事態への対応 

 

 

①いじめの情報、気になる情報の把握と事実確認 

 ◆目撃、児童からの訴え、アンケート結果から、職員・保護者からの情報等 

 ◆事実の有無や内容の真偽について該当児童、関係児童への確認（担任等） 

 ◆管理職への報告 

 ◆その日のうちに、家庭訪問し、保護者に事実を伝え、学校全体で対処することを伝える。 

②「学校いじめ対応委員会」の招集 

 ◆事案に応じて柔軟に構成員を加えてチームを編成する。 

 ◆具体的な対応方針と役割分担の決定（事実の究明後、具体的な対応方法決定） 

③事実の究明 

 ◆被害者、加害者、周囲の児童からの事情聴取等 

④いじめの関係者への指導 

  ◆いじめを受けている児童への対応 

 ◆いじめを行った児童への対応 

 ◆いじめが起きた集団への対応 

⑤保護者との連携 

 ◆いじめを受けた児童の保護者との連携 

 ◆いじめを行った児童の保護者との連携 

 ◆保護者との継続的な連携 

⑥教職員への情報提供、共通理解について 

 ◆臨時職員会議の開催（事実関係、対応方針、具体的な対応方法等について共通理解） 

 ◆その都度、こまめに全職員への情報提供 

 ◆いじめ解消への見守り 

  ※「いじめが解消している」状態（止んでいる期間が少なくとも３か月） 

    いじめに係る行為が止んでいること  被害者児童が心身の苦痛を感じていないこと 

⑦出雲市教育委員会、地域学校運営理事会など関係諸機関との密接な連携について 

 ◆出雲市教育委員会等からの指導・助言を仰ぐ。 

⑧保護者、地域への情報提供について 

 ◆全保護者、地域への情報提供の必要性について地域学校運営理事長、PTA会長等と検討  

①重大事態の定義 

 ◆いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき      

 ◆いじめにより児童が「相当の期間」学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められたとき 

 ◆児童や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し立てがあったとき     

②重大事態に向けての取組 

 ◆重大事態の調査組織の設置 

  ◆事実関係を明確にするための調査の実施 

  ◆いじめを受けた児童及びその保護者に対する適切な情報提供 

 ◆再発防止の措置 

 ◆調査結果の報告 

 ◆教育委員会との連携 

 ◆報道機関への対応 

 いじめへの対処 


